
                  

 

埼玉県私立専修学校設置認可に係る審査及び手続に関する基準 

 

 埼玉県所轄の私立専修学校（以下「専修学校」という。）の設置認可については、

法令の規定によるほか、この基準の定めるところによる。 

 

第１ 総 則 

１ 設置者 

    専修学校の設置者は、原則として学校法人（私立学校法第６４条第４項に規定す 

る法人を含む。以下同じ。）とする。 

 

２ 名 称 

    専修学校の名称は、県内の既存の認可学校と同一又は紛らわしいものであっては 

ならない。 

 

 

第２ 施設及び設備、編制等 

１ 校地・校舎等 

  (1)  専修学校設置基準(昭和５１年１月１０日文部省令第２号｡以下「基準」という。） 

第４５条に規定する校地等（以下「校地」という。）及び基準第４６条に規定す 

る校舎等（以下「校舎」という。）は、原則として自己所有であるものとする。 

  (2) 前項の規定に関わらず、長期にわたり安定して使用できる条件を具備し、かつ、 

教育に支障を生ずるおそれがないことが確実と認められる場合には、全部又は一 

部を借用にすることができる。 

  (3) 前項の場合においては、２０年以上の地上権又は賃借権を設定し、かつ、それ 

を登記しなければならない。ただし、登記することのできない特別の事情がある 

場合には、公正証書による契約とすることができる。 

  (4)  校地及び校舎は、原則として負担付き（担保に供されている等。以下同じ。） 

でないものとする。ただし、以下のアからウの条件を全て満たすときは、抵当権

を設定することができる。 

ア 専修学校の施設、設備の取得及び建設のための負債に係る担保であること。 

イ 日本私立学校振興・共済事業団及び確実な金融機関等が行う貸付けによる担

保であること。 

ウ 前号の担保に関する適正かつ実行可能な償還計画があること。 

 (5)  校舎が区分所有である場合は、下記のすべての条件を満たしていなければなら 

ない。 

     ア 当該建築物に、教育上ふさわしくない施設等が設置されていないこと。 

    イ 原則として各階ごとに専有し、学校としての独立性を確保していること。 

    ウ 災害時の避難路の確保、不審者の進入防止対策がなされるなど生徒の安全が 

確保されていること。 

     エ 校舎部分が、建築基準法上の学校用途になっていること。  

   オ その他教育上支障を来す恐れがないこと。 

  (6)  校舎には、図書室及び保健室を設けるものとする。 

(7)  校舎は、同一敷地内で取得することを原則とする。ただし、市街化区域内で、 

（県）専修学校設置認可



                  

 

校舎が各々について互いに概ね３００メートル以内であり、教育に支障なく安全 

に生徒の移動が可能で、同一校舎として一体的な管理が可能である場合には、同 

一敷地内になく互いに離れた校舎であっても、同一校舎として認める。 

    なお、基準第３３条により校舎から遠く隔たった場所に通信制学科の面接によ 

る指導を行うため設置する施設（以下「サテライト施設」という。）であり、昼 

間学科及び夜間等学科の校舎として利用しない場合については、この限りではな 

い。 

(8)  講義室の数は、同時に授業を行う学級数と同数を確保するものとする。ただし、 

講義室と同様の機能を有する実習室等は、教育上支障がないと認められる場合に 

限り、講義室として扱って差し支えないものとする。 

(9)  講義室の面積は、生徒１人当たり１．３２㎡以上を確保するものとする。 

   (10) 便所は、男子用にあっては、５０人につき大便器１，小便器２以上、女子用に 

あっては３０人につき大便器１以上を設けることとする。     

 

２ 教 員 

  (1)  基準別表第一の備考三イに規定する昼間学科と夜間等学科とを併せ置く場合に 

増員する教員数は、基準別表第一で算定した数に、夜間等学科の総授業時数を昼 

間学科の総授業時数で除した数を乗じて得た数以上とする。（一未満は切り上げ 

る。） 

  (2) 通信制の学科に基幹教員を配置する。 

 

３ 生徒数 

  (1)  生徒総定員は、原則として８０人以上とする。 

  (2)  課程ごとの同時に授業を受ける生徒総定員は、基準第２条第１項の目的に応じ 

た分野ごとに４０人以上とする。 

    

４ 通信制の学科に係る組織・体制 

  (1)  通信制の学科に教育活動に関する責任者を配置すること。 

(2)  サテライト施設を設置する場合には、当該施設利用時において、常駐する教育 

上及び施設管理上の責任者を配置すること。 

 

５  資 金 

    当該専修学校に必要な施設及び設備の整備に要する経費（以下「設置経費」とい 

う。）及びその他の経費は、「埼玉県準学校法人の寄附行為認可及び寄附行為変更 

認可に係る審査基準」によるものとする。 

 

６  飲料水 

      専修学校において使用する飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明された 

ものでなければならない。 

 

 ７ 他法令との関係   

   他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものでなけ 

ればならない。 



                  

 

 

 

第３ 設置認可の手続 

１  設置計画概要書の提出 

  (1)  専修学校を設置しようとする者(以下「設置予定者」という。)は、所定の設置 

計画概要書に必要書類を添付して知事に提出し、当該設置計画に対する知事の意 

見を聴かなければならない。 

  (2)  知事は、(1)により提出された設置計画概要書等の内容を審査し、あらかじめ私 

立学校審議会の意見を聴いた上、その結果を設置予定者に通知するものとする。 

  (3)  校舎等の施設の建設工事及び生徒募集活動は、(2)の規定による通知があった後 

でなければ着手してはならない。 

  (4)  設置計画概要書等の提出は、原則として設置年度の前々年度の末日までに行わ 

なければならない。 

 

 ２ 設置認可申請 

  (1)  設置予定者は、学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１３０条第 1 項の規定 

に基づき、所定の設置認可申請書に必要書類を添付して、原則として施設が完成 

したときにおいて知事に提出しなければならない。 

  (2)  知事は、提出された設置認可申請書等の内容について、設置計画との整合性を 

審査する。 

(3)  知事は、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴いた上、適当であると認めると 

きは設置予定者に対し認可する旨を通知するものとする。 

 

３  その他 

 (1)  設置予定者が学校法人を設立しようとする者であるときは、私立学校法(昭和

24 年法律第２７０号)第６４条第５項において準用する同法第３０条の規定に基

づく所定の寄附行為認可申請書を、前項の設置認可申請書とともに知事に提出し

なければならない。 

  (2)  設置予定者が埼玉県所轄の準学校法人である場合には、私立学校法第６４条第 

５項において準用する同法第４５条の規定に基づく所定の寄附行為変更認可申請

書を、前項の設置認可申請書とともに知事に提出しなければならない。 

 (3)  設置予定者が(2)以外の学校法人である場合には、私立学校法第４５条の規定に 

基づく所定の寄附行為変更認可申請書を所轄庁に提出しなければならない。 

  (4) その他必要な事項は、別途要領で定める。 

 

   附 則 

  この審査基準は、平成６年１０月１日から施行する。 

     附 則 

  この審査基準は、平成９年４月１日から施行する。 

     附 則 

  この審査基準は、平成１１年２月１日から施行する。 

     附 則 

  この審査基準は、平成１４年４月１日から施行する。 



                  

 

      附 則 

  この審査基準は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この審査基準は、平成２０年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この審査基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成２５年３月１日から施行する。 

附 則 

 この基準は、平成２６年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 １ この基準は、令和５年６月２日から施行する。   

 ２ 令和６年度までに行おうとする専修学校の設置の認可の申請に係る審査につい 

  ては、なお従前の例による。  

 ３ 現に設置されている専修学校について、改正後の第２の２（１）（教員の数） 

  の規定の適用については、なお従前の例によることができる。  

 ４ 前項の規定にかかわらず、令和７年度以後に行おうとする高等課程、専門課程 

  若しくは一般課程の設置若しくは専修学校の目的の変更の認可の申請又は学科の 

  設置に係る学則の変更若しくは分校の設置の届出をする場合には、当該認可の申 

  請又は届出に係る専修学校については、この改正後の基準の規定を適用する。 


